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平成２９年６月定例教育委員会会議録 

 

平成２９年度塩尻市教育委員会６月定例教育委員会が、平成２９年６月２９日、午後１時１５分、

塩尻総合文化センター３０２多目的室に招集された。 

 

会 議 日 程 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 教育長報告 

報告第１号  主な行事等報告について 

報告第２号  ７月の行事予定等について 

報告第３号  後援・共催について 

報告第４号  市議会６月定例会に係る教育委員会報告について 

 

４ 議 事 

議事第１号  塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

議事第２号  小・中学校通学区域審議会への諮問について 

 

５ その他 

  その他第 1号  平出地区の重要伝統的建造物群保存地区選定について 

 

６ 閉 会 

 

○ 出席委員 

教育長 山 田 富 康  教育長職務代理者 小 澤 嘉 和 

委 員 

委 員 

石 井  實 

林  貞 子 

 委 員 小 島 佳 子 

 

○ 欠席委員 

なし     

 

○ 説明のため出席した者  

こども教育部こども教育担

当部長（新体育館建設プロ

ジェクトリーダー） 

中 野 昭 彦  こども教育部生涯学習担

当部長（市民交流センタ

ー長・図書館長） 

中 野 実 佐 雄 

こども教育部次長 

（家庭支援課長） 

百 瀬 公 章  教育総務課長 太 田 文 和 

こども課長 青 木 正 典  生涯学習スポーツ課長

（新体育館建設プロジェ

クトサブリーダー） 

胡 桃 慶 三 

平出博物館長 中 島 伸 一  男女共同参画・人権課長 石 川  忍 
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市民交流センター次長（子

育て支援センター所長） 

赤 津 廣 子  交流支援課長 小 松 秀 樹 

交流支援課市民活動担当課

長 

山 﨑 浩 明  図書館副館長 上 條 史 生 

主任学校教育指導員 黒 澤 増 博    

 

○ 事務局出席者 

教育企画係長 横 山 朝 征    

  

１ 開会 

山田教育長 それでは皆さん、こんにちは。梅雨に入っておりますけれども、雨量の少ない状態がま

だ続いております。夏の水不足とか、場合によっては梅雨末期の豪雨が心配されるところでありま

す。 

昨日の吉田小学校の主幹訪問に教育委員の皆様それぞれに参加していただきました。１年生の教

科学習や体育での水泳授業を参観していただきましたけれども、新年度に入って３カ月、１年生も

もうすっかり小学生の一員としての顔を見せるようになっており、うれしく思いました。同じよう

に今年度の教育委員会の各事業も順調にスタートしていると思っております。この夏ころまでには、

第１期中期戦略における今年度前半の事業を目的に即した成果につなげてまいりたいと思います。 

それでは、６月の定例教育委員会を始めます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 前回会議録の承認について 

山田教育長 では、前回会議録の承認について事務局からお願いいたします。 

横山教育企画係長 前回、５月定例教育委員会の会議録につきましては、既に御確認をいただいてお

ります。本会議終了後に御署名をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上

です。 

山田教育長 それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 それでは、そのようにお願いいたします。 

 

３ 教育長報告 

山田教育長 続いて３番、教育長報告に移ります。今回は、市議会６月定例会が終了いたしましたの

で、その概略についてと、それから５月定例教育委員会以降の行事等について報告をさせていただ

きます。 

  初めに市議会６月定例会について報告をいたしますが、詳細については、この後報告第４号で報

告されますので、概略を報告します。６月２３日に議会は閉会したわけですけれども、教育委員会

関係の議案につきましては、教育委員会委員の任命についての人事案件、また２９年度一般会計補

正予算など、全ての議案が原案どおり可決されております。現在の市民の関心のある教育課題、そ

うしたことが一般質問としてあらわれるのではないかなと思いますけれども、今回は就学援助制度

について山口、柴田両議員から、またコミュニティ・スクールとしての具体的な取り組みやその成

果、課題について古畑、平間両議員から、また次期学習指導要領の小学校の英語教育、それから中

学校の部活等について平間議員から、その他学力検定の受検料補助、未婚のひとり親の保育料軽減、
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子供の未来応援事業の状況などについて質問がありました。今回のこうした質問の背景には、共通

して子供や家庭の貧困の問題、また教職員の多忙化などの問題があることも特徴的ではないかと思

われました。教育委員会事務局といたしましても、今回の議会を受けて必要なことについては他部

局とも連携し、対応を考えてまいりたいと思います。 

  次に、前回の教育委員会以降の会議や行事などについて報告をいたします。今月は多くの委員会、

また協議会、連絡会などの年度の出発の会がもたれました。特別支援コーディネーター連絡会、中

堅教諭等資質向上研修連絡会、コミュニティ・スクール連絡協議会、幼年教育研究会運営委員会、

元洗馬歴史の里協議会、市立博物館協議会、堀内家修理委員会、楢川地区文化施設協議会、要保護

児童対策地域協議会、「早ね早おき朝ごはん・どくしょ」推進委員会などなどです。こうした会議で

すけれども、それぞれが本来関係事業推進において大切な目的を持っていて、子供たちの伸びやか

な成長、また市民の豊かで確かな暮らし、そして私たち職員の働きがいに直結しているものではな

いかなと思います。しかし気をつけないと前年踏襲、また前回踏襲となりがちで、停滞気味になる

こともあり得ます。それぞれの会の目的や趣旨を改めて明確にし、事前に意見を求めたり、協議の

方法を参加者が主体的に参加できるよう工夫したりするなどの運営の工夫をして会そのものを活性

化させること、そのことによって施策のレベルを上げていかなければならないなと思ったところで

あります。今後のそれぞれの会に生かしてまいりたいと思います。 

  本日、新聞２紙に掲載されました本市教育委員会関係の２つの記事が目にとまりました。その１

つは、信毎文化欄の、先日２５日に開催された韓日出版文化フォーラムの記事であります。この催

しは塩尻市立図書館の取り組みが、お隣の韓国でも認められたことにより実現したものです。国を

越えて未来をつくる力を秘めている出版文化と図書館の役割について考え合うとてもよい機会とな

ったと思います。 

もう１つは、本日の市民タイムスの記事です。広陵中が水曜日の放課後に始めた放課後自習室に、

５名の歯科大の学生が年齢の近い指導者としてボランティアで参加しているという記事であります。

この事業も本市のコミュニティ・スクールの一貫として地域とともにある中学校・大学両校が連携

するという先進的な取り組みであり、今後の自習室の成果が期待されるところであります。 

今、直近の２つの事例を挙げましたけれども、このほかにも本市の取り組みとしては、元気っ子

応援事業を初めとした、細やかにすき間なく進めている子育ての数々の施策、また給食公会計やコ

ミュニティ・スクール指導主事の導入などの学校教育にかかわる諸事業、また図書館、それからえ

んぱーく全体の事業等々、対外的にも注目を集めているところであります。こうした先進的な事業

についてもさらに磨きをかけて、これでよしではなくて、実質的な成果をさらに挙げてまいりたい

と思います。 

今回の主な行事報告の内容で、各委員の皆さんの参加された事業、また音楽会などの学校行事、

また学校や施設訪問などで気づいたことがありましたら、後ほど発言をいただきたいと思います。

以上で私からの報告を終わりにいたします。ただいまの報告に関しまして、御質問等ありましたら

お願いいたします。 

小澤教育長職務代理者 それでは、新聞記事に関してお尋ねしたいことがあります。６月２３日、地

元の新聞に、市の要保護児童対策地域協議会が開催されたとの報道がありました。その中、心理的

虐待が１件から１１件にも急増したというショッキングなニュースであります。しかもＤＶが９件、

そのほとんどが男親だということであります。その背景にはいろいろあると思いますが、男親が追

い詰められているのかなと、子育ての苦しい姿が想像されます。男親が養育上で力を抜くとか、ほ

っとするとか、弱音を吐くとか、そういう機会を、関係方面は提供しなくてはいけないのかな、な

んてことを思いました。 
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そんなときに、児童福祉法が改正されたというニュースであります。来年から実施されます。そ

の内容は、家庭裁判所が事象に対して指導、助言、勧告ができるということです。言うなれば、お

上が現場に対して介入とまでは言いませんけれども、手を貸してくださると、こういうことであり

ます。解釈によっては権力の力を借りやすくなりますから、現場のほうは難しい問題に対してはお

上の言うとおりだよ、お上はこうやって言っているよと。つまり現場の責任逃れだとか、あるいは

責任転嫁、こんなようなことも生まれてくるのかな、なんてことを危惧するわけでありますけれど

も、このシステムに対して担当課ではどんな見解をお持ちなのか、お聞きしたいということが１点

目。 

  ２つ目は、組織犯罪処罰法、テロ等準備罪あるいは共謀罪等々言われているわけですけれども、

これが成立いたしました。そうしたら、ある新聞に図書館問題研究会が戸惑いを感じていると、こ

ういう記事であります。捜査機関が目をつけた人の捜査に当たって貸出記録を図書館に求めてくる、

こういうような動きがこの法律の成立によって強まるのではないかと、こういうことであります。

図書館の使命というのは、誰もが安心して知る自由、これが侵されるということだと思うんですけ

れども、運用に関してはこれからですが、将来的には、図書館としてさまざまな苦しい場面に出会

うことも予想されるわけであります。この法律の運用、施行に対して現場ではどんな対応策、ある

いは対策というようなものを研究しているのか、そこら辺の動きも教えていただきたい、そんな２

点であります。お願いします。 

山田教育長 ありがとうございました。それでは、これ、２点については担当のほうから説明しても

らうということでよろしいでしょうか。 

  それでは、１点目については家庭支援課長、お願いします。 

百瀬家庭支援課長 本市の虐待の状況につきましては、タイムス等で報道があったとおりでございま

して、やはりこれは本市だけの傾向ではなくて、松本児相管内もそうですけれども、やはり夫から

妻へのＤＶが増加傾向にあるということで、そこに子供がいるというような面前ＤＶにかかわる心

理的虐待が警察からの通報件数が増えている状況でございます。したがいまして、虐待をするのは

実父であったり、その他の父が大多数を占めているような状況になっております。それと児童福祉

法の改正に伴って裁判所の判断によって介入ができるというようなことが可能になるわけでござ

いますけれども、本市ではそのようななかなか介入ができないというケースはございませんけれど

も、やはり全国的には介入ができないケースもございますので、そういう部分では児童相談所の権

限が強化をされたということで、そういう重大化を防ぐ部分では児童相談所の権限が強化されて介

入が容易になるのではないかと考えております。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。本市においてはそうした介入をしていただくことがないよう

に早期発見、早期対応に心がけていくということで要対協の中でも話がされたところであります。

続いて２件目の図書館の件について。 

上條図書館副館長 先ほどの御発言は、図書館が利用者の秘密を守り安心して図書館を利用していた

だくということを脅かすような事態が今後発生するのではないかという御指摘でございます。図書

館におきましては、日本図書館協会が示しました図書館の自由に関する宣言、これを図書館運営の

１つの基本に置いております。本館においでいただきますと、カウンターの横の壁に、この宣言を

掲示いたしまして、そのことを示しております。そもそもこの図書館の自由に関する宣言は、戦前

に図書館がいわゆる思想善導に加担してしまったという大きな反省をもとに採択されました。その

ことを前提にいたしますと、図書館といたしましては、利用者の読書履歴を初めとする本来守らな

ければいけない守秘義務は、今後も引き続き重要なこととして果たしてまいりたいと思っておりま

すし、図書館の自由に関する宣言の第３項は利用者の秘密を守るということでございますし、第４
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項は図書館は全ての検閲に反対するということを掲げておりますので、これは日本図書館協会を中

心に全国の図書館がこのことについては引き続き堅持をし、安心して市民の皆さんが利用できるよ

うな図書館というのを基本に置いて今後も運営をしてまいりたいと考えております。以上です。 

山田教育長 小澤委員のほうから加えてありますでしょうか。 

小澤教育長職務代理者 ありがとうございます。まず図書館に関してであります。図書館の自由に関

する宣言、これを重視していくと。このことについて私たち市民もしっかりそういう目で見ていか

なくてはいけない。図書館任せのスタンスはこれからは許されないと、そんなことを思いますので、

ともにそういうスタンスでやっていきたいなと、そんなことを思います。 

  次、ＤＶの件ですけれども、重篤な事案はないということであります。ＤＶをやってはいけない

ってことは誰でもわかっているが、つい手を上げちゃう。従来はどちらかというと女性のほうを支

援するっていう面が多かったが、今後は、男親のほうにもちょっとシフトを広げていただければあ

りがたいと、そんな思いであります。 

百瀬家庭支援課長 現在ですね、今まではＤＶとか児童虐待等、電話相談があったんですけれども、

現在は男性の電話相談も県のほうで立ち上げをしておりまして、男性も気軽に相談ができるという

ような態勢はできておりますので、そんなところも周知をしてまいりたいと思います。 

小島委員 私からもお尋ねします。児相のお話がありましたのでお聞きしますが、児相に本市におい

て今現在保護されているお子さんはいらっしゃるのでしょうか。 

百瀬家庭支援課長 済みません。手元にちょっとないですけれども、施設に措置をされている児童は

２０人程度はいらっしゃいます。 

小島委員 親元を離れてですか。 

百瀬家庭支援課長 そうです。 

小島委員 ２０名もいらっしゃる。 

百瀬家庭支援課長 はい。 

小島委員 そのお子さんたちは学校には通っていらっしゃるんですか。 

百瀬家庭支援課長 通っています。 

小島委員 保護施設からですか。 

百瀬家庭支援課長 はい。 

小島委員 そうなんですね。例えばどのような保護施設にいるのでしょうか。児相のところにいらっ

しゃるのですか。 

百瀬家庭支援課長 これは児童虐待で児相が措置をしたケースもございますし、親が子供を育てられ

ないということで、一時保護から措置をしたケース、それぞれでございます。 

小島委員 わかりました。ありがとうございました。 

山田教育長 よろしいでしょうか。 

小島委員 はい、ありがとうございました。 

山田教育長 それでは、先へ進んでよろしいでしょうか。 

 

○報告第１号  主な行事等報告について 

山田教育長 続いて報告第１号主な行事報告についてをお願いいたします。今日の資料１ページから

７ページにあります。それでは、事務局より主要な行事について説明をお願いいたします。 

青木こども課長 それでは、まずこども課関係になりますけれども、まず資料の１ページの一番上段

をごらんいただきたいと思います。こちらは本年度の新規事業であります児童館ＣＡＦＥ、そのオ

ープニングセレモニーを５月１９日金曜日に大門児童館で開催したものでございます。児童館ＣＡ
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ＦＥは子育て中のお母さんがお茶をしながらリフレッシュをしつつ情報交換や子育て相談等がで

きる時間と場所を提供させていただくものでございます。オープニングセレモニー当日は看板の除

幕式ですとか、塩尻道化組合の皆さんによりますパフォーマンス、バルーンアートのプレゼント等

を行いまして、親子３３組７０人の皆さんに楽しんでいただきました。この児童館ＣＡＦＥにつき

ましては、原則としまして児童館で大きな行事がある日や学校休業日を除く毎週水曜日と金曜日に

子育て応援講演会や読み聞かせ等の企画を織り交ぜながら開催をしていくこととなっております。 

  次にページをおめくりいただきまして、４ページをお願いいたします。上から２段目になります

けれども、６月１７日土曜日にジュニア・リーダー養成講座、これの開講式と第１回目の研修会を

開催させていただきました。これにつきましても今年度の新規事業でありまして、子ども会ですと

か地域活動の中心的役割を担っていただくジュニア・リーダーを養成し、あわせまして子供同士の

交流を通じまして豊かな人間関係づくりと思いやりの心を醸成することを目的としております。対

象につきましては市内在住の小学５年生と６年生で、初回につきましては開講式とお互いを深く知

り合う、また友達になるといったことを目的とした仲間づくりゲームや問題解決型ゲーム等を行っ

ております。今後のスケジュールとしましては、７月に１泊２日のキャンプをしながらのグループ

ワークですとか、集団ゲーム実習、親子でイクジー・えんぱー保育園に向けての企画、準備、参加

等、５回にわたる演習を通じましてジュニア・リーダーの養成につなげていきたいと考えておりま

す。こども課関係は以上でございます。 

山田教育長 ありがとうございました。 

太田教育総務課長 続きまして、教育総務課の関係になります。資料の３ページをお願いいたします。

上から２段目の６月１１日日曜日に開催しましたこども未来塾、小学生リーダー研修につきまして

は、平成２３年度から継続している事業になります。塩嶺体験学習の家を活用しまして小学校児童

会役員など学校でリーダー的な役割の児童を対象にゲーム等を通してリーダーシップの実践方法

等を習得するもので、児童、スタッフと合計で４８人が参加しております。研修を通してリーダー

としての意識づけを行うとともに、情報交換や交流を行い、リーダーとしての視野を広げることが

できました。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 それでは、資料４ページの下段をごらんください。第２７回スポレクバ

イアスロン大会についてでございます。去る６月１８日に市立体育館におきましてニュースポーツ

を中心にバイアスロン大会を開催したものでございます。スポーツ内容につきましては２種目、フ

ァミリーバドミントン、ペタンクの２種類について合計得点により大会をしたものでございます。

参加者につきましては１２チーム４８名が参加し、１０代から６０代まで幅広い世代の方にニュー

スポーツについて交流をいただきました。以上でございます。 

山田教育長 ありがとうございました。 

中島平出博物館長 資料の１ページのほうに戻らせていただいて、下段の企画展「住まいの考古学―

縄文のイエ―」でございます。定住生活が始まったころの竪穴式住居に焦点を当てながら、当時の

住まいのイエについて展示をしたものでございます。特に平出遺跡特有の埋がめ、それから土器等

の集中投棄等の状況について説明を加えながら理解をしていただいたという内容です。期間中の来

場者は１，０００人を超えるような方に来ていただきました。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

赤津市民交流センター次長（子育て支援センター所長） 続きまして、交流センターの行事報告に移

りたいと思います。まず初めに、子育て支援センターのから報告いたします。ページで行きますと

６ページになります。一番上の段になります。子育てサポーター＆地域ボランティア第１回養成講
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座・市民講座ということで、「聴くだけで子育てが楽しくなる話」という今回は原坂一郎さんとい

う方をお招きして講演会を行いました。講師の原坂さんという方は神戸市の在住の方ですが、その

当時では珍しく、男性保育士として２３年間保育所の勤務をした後に株式会社ＫＡＮＳＡＩこども

研究所というものを立ち上げて、それ以来全国を回っていろんな講演をされているという方のお話

でした。今のお母さん方の困り感を的確に捉えておりまして、重い気持ちで来たお母さんたちが心

を軽くして帰れるという形で、最後にお帰りになるときはお母さんたちも感動の涙を流して、とて

もよかったと言って帰っていかれる方が大勢おりました。語り方についてはユーモアがたくさんあ

りまして、絶妙なタイミングで一緒に来ていましたアシスタント兼歌手という方の歌を入れながら、

ただ聞くだけではなく、参加者が自然に手拍子をして会場全体が原坂さんと佐々江さんの歌に引き

込まれていった１時間３０分という時間帯でした。参加者は９４人、これは大人だけの人数ですけ

れども、託児のお子さんも含めると１３４名の参加がありました。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

小松交流支援課長 交流支援課ですが、同じページの一番下、ちびてつ２０１７について御報告いた

します。ちびてつはちびっ子哲学の略でありますが、昨年に引き続き開催であります。保育園年長

児、小学校１年生を対象にした対話型哲学のワークショップでありまして、信州大学の学生有志が

信州大学の有路先生の指導のもと企画運営している講座であります。当たり前と思われることを学

生とちびっ子が対話しながら考えて、子供の考える力を引き出す哲学対話でありますが、テーマに

つきましては、学生が何回もミーティングを行って企画をしています。今年１０回開催します今回

はその初回でございますが、講座になれるため、学生と子供たちが自己紹介したり、ゲームなどで

楽しみました。学生からは、まだまだたくさんある知らないことやわからないことについて子供た

ちと一緒に向かっていくことが楽しい、子供たちとの対話で自分も成長している、などという感想

がありました。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

中野図書館長 行事報告のところに記載をされておりませんけれども、先ほど教育長からも報告があ

りました韓日出版文化フォーラムにつきましては、韓国から２８名の方がおいでいただきまして、

韓国の出版事情の基調報告と塩尻の図書館の運営、本の寺子屋についての報告、また、本の寺子屋

を始めました当時のお話とその考え方について、ナビゲーターをしていただいている長田洋一さん

と、当時始まるときの館長、内野安彦さんの対談を行ったところでございます。内容等については

新聞等に載っておりますけれども、次回の教育委員会にて行事報告として載せさせていただきます

ので、その際に細かくは報告させていただきたいと思います。韓国からは３月３１日に１団体が視

察にまいりまして、６月６日にも１団体視察に来ています。今回３団体目ということで、海外にお

いてもそういった図書館としての評価を得ているという状況だというふうに理解しております。よ

ろしくお願いします。 

山田教育長 ありがとうございました。それでは、ただいま報告があった中身、またこの事業報告に

載っている事業、行事、そこからまず委員の皆様方から感想、御意見等を出していただければあり

がたいと思いますが、いかがでしょうか。 

林委員 ちょっと質問ですけれど、よろしいでしょうか。こども未来塾の小学生リーダー研修とジュ

ニア・リーダー養成講座の内容ですけれども、どちらも小学校の児童会役員ということでダブりが

あるように感じるのですけれども、その辺実際の参加メンバーについてはどうだったのでしょうか。

お聞きしたいです。 

太田教育総務課長 済みません。先に小学生のリーダー研修の関係についてお話しさせていただきま

すが、こちらについては、学校の児童会役員を中心にということで、学校活動の中でのリーダーの
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育成と捉えております。主には児童会や生徒会の活動の中で生かすことができるような、そういっ

たリーダーとしての資質の向上ということを目的としております。ジュニア・リーダーについては

こども課長から話があると思いますが、そういったすみ分けを考えております。 

青木こども課長 では、こども課のほうからは、ジュニア・リーダー養成講座の関係でお願いいたし

ます。こちらにつきましては、各地域での活動における子供のリーダーということで、その養成と

地域愛の醸成いうことで集まっていただいているものでございます。メンバーの重複ということで

すと、学校の児童会長さんと重なっておられる方が２人程度おられますけれども、それ以外の方は

皆さん御自身で希望されていろいろ学んだり知識を得たり、これから地域のためにいろんなことを

身につけたいということで手を挙げて来ていただいたという状況でございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

林委員 ありがとうございました。 

山田教育長 共通する部分もあるけれども、事業の内容としてすみ分けはしていると。特にジュニ

ア・リーダーのほうは、回数を重ねながらということになりますので、その辺のところを御理解い

ただきたいと思います。 

  委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

石井委員 今のリーダー研修ですけれども、リーダー研修ってことになると、要するに生徒会の役員

とかそういった人たちに開かれていると思うんですけれども、それ以外の生徒たちにもそういった

ことができないもんかなというふうに思うんですけどね。それと、この施設の利用状況っていうの

はどんなぐあいになっているか。 

太田教育総務課長 まず小学生のリーダー研修に関係する部分でお話しさせていただきますが、委員

おっしゃられるとおりそれ以外の大勢のお子さんについてもあるかと思うんですが、子供たちは、

それぞれ、いろんなイベントへ参加したり、あるいはクラブ活動等を通じてそちらの中でもある意

味リーダー的な役割を担う子供たちも少しずつは育っているかと思います。教育総務課では、児童

会役員のお子さんたちに、まずそういった意識づけやリーダーとしての自覚みたいなものを持たせ

て、それをそれぞれ学校へ帰ったときに、自分たちが学んだことを他の児童に伝えていってもらう

ことを考えております。それ以外のお子さんだけを集めてっていうのは今のところ考えておりませ

んので、御理解よろしくお願いします。 

石井委員 リーダー研修をやるということ自体は悪いことじゃないと思って、いいことだなと思って

いるんですけれども。 

太田教育総務課長 中学生に対してもリーダー研修を行っていますので、小学校であればクラブ活動

もあるでしょうし、中学生であれば部活動という、文化系もあれば体育系もあると思うんですが、

そういったところでも生かしていただけるような内容になっているかと思います。お願いします。 

石井委員 私たちも１回あそこを利用させてもらったんだけども、館長さんというか、あの方が厳格

な方で、もっといろんなこどもが行ったほうが勉強になるんじゃないかなっていうふうに思ったも

んですからね。そんなこともまた折々考えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

山田教育長 施設の利用状況について少し。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 塩嶺体験学習の家につきましては、大変広い利用をされているというこ

とで把握しております。今の委員さんおっしゃられるとおり、管理されている方は、親しみを込め

て鬼軍曹と呼ばれているような方が管理されていますので、委員さんの御意見はごもっともだと思

います。なかなか今叱られるっていうことが、子供がされていないっていうところは、家庭の中で

も減ってきていると思われ、どうしても甘やかしてしまうっていうところからすると他の者から叱

られるっていうことはとても大切な経験になると思いますので、またちょっと参考にさせていただ
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きながら検討できればと思います。 

石井委員 例えばね、学校でもって役員とかをやっていない子をあそこへ連れて行くとか、そういっ

たこともいいんじゃないかということを私は思います。以上です。 

山田教育長 鬼軍曹の味を味わってもらうっていうのは大事かもしれません。ありがとうございまし

た。では、この中身についてはよろしいでしょうか。 

小島委員 私から２点ほどお聞きしたいのですが、５月１９日の児童館ＣＡＦＥオープニングセレモ

ニー、新聞でも拝見させていただきました。華々しくオープンしてよかったと思うのですが、現在

の利用状況を教えて下さい。 

青木こども課長 現在の利用状況につきましては、やはり初回はこのとおり大勢の方にいらしていた

だきました。２回目以降は少し落ち着いておりまして、それでも大体平均しますと親子１０組程度

の皆さん、合計２０人前後の御利用はございます。 

小島委員 ありがとうございます。あともう１点、６月９日から始まりました塩尻市市民芸術祭、私

も参加させていただきまして、たくさんの芸術性の高い書道や盆栽等、いろいろ見せていただいた

のですが、若い方の参加や出品が少ないように思いました。そのあたりの工夫というのは何かして

らっしゃるのでしょうか。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 今、委員さんのおっしゃるとおり、出品される方は、やはり、団塊の世

代の方たちが多くございます。やはり本来は市民芸術祭ということをうたっていますので、広い年

齢層から出品をいただくというのが本来の趣旨でもあるかと思いますけれども、なかなかそれが周

知されていない、あとまた、なかなかその場があるということも、もしかしたら知らないのかもし

れませんので、その辺はちょっと次回以降ですね、なるべく多くの方に周知しながら、出品の方、

また作品等も増えるような形で検討できればというふうに考えております。 

小島委員 例えばですね、私の提案ですが、各小学校で毎年毎年美術の展覧会に児童の絵を出品して

いるのですが。そうすると県展に入選したり、１００年館に行く子もいらっしゃるんですよね。そ

ういう作品を飾ったりすることはできないのでしょうか。 

中野生涯学習担当部長 学校関係の作品等については、また教育機関とも相談しなければいけないん

ですけれども、一般の方の展示コーナーがございますので、そういったところを利用しながら展示

することは可能ではないかなというふうに思っていますので、学校で提出してとった賞とかってい

うのは、学校のほうでどういうふうにその部分、貸し出すかって、そういう部分、調整は必要です

けれども、芸術祭とすればそういったコーナーを設けておりますので、対応がとれるのではないか

なと思っています。 

小島委員 わかりました。ありがとうございました。 

林委員 ちょっとその件で。展示のことではないのですけども、私は、教育長が常々重点的に取り組

みたい事案の中に生涯学習の機会の提供ということがあります。それで、盆栽と山野草の展示のこ

とですけれども、やはり市長が出してくださったり、国会議員の後藤さんが出してくださったとい

うことで、何か私でもできるのではないかという親しみがわいて、年々盆栽、山野草の展示という

のが盛んになっているというような気がします。絵画とか写真の展示が減っているのは残念ですが、

盆栽、山野草の展示がすごく盛んになっていることは私自身大変うれしく拝見しました。 

山田教育長 市長さんは、市民芸術祭開会式の挨拶で、「わたしの出品作品は、プレゼントにもらっ

た盆栽にはさみをちょっと加えて出したものです。」と、そんなことを言っておりましたけれども、

でも立派な作品は作品です。来年は多分ここの委員さんの中からもおそらく２点、３点くらいは出

ると思いますので。 

中野生涯学習担当部長 今の林委員のことに関しまして、若い人たちが出品する、出展するという話
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については、基本的に自由に出展できるコーナーがあるのですけども、それ以外は各種団体が展示

しているということで、各種団体の中でそういった動きが出るか出ないかという部分も大きいかな

と思います。私は文芸の会に入っており出展したんですけども、今回若い女性、３０代くらいの２

名の方も出していますので、そういったそれぞれの団体の中でそういった、当然団体として年齢層

の高くなっていってしまうというそれぞれ課題もあるので、各団体のところで努力をしていただい

ている部分もあるんではないかというふうに思っています。 

山田教育長 ありがとうございました。 

それでは、この一覧表以外のことで、学校訪問、音楽会等の感想がありましたら、端的にお願い

いたします。 

小島委員 私たちはきのう吉田小を訪問させていただきまして、授業を拝見させていただきましたが、

どの子供たちも授業に集中していましたし、先生方も工夫していらして、きちんと黒板にきょうの

目当てを書いてあって、今の学習指導要領に即した授業運営をしていてすごいなと思いました。校

長先生がおっしゃっていたのは、市で加配してくださった先生がとてもありがたいと、塩尻市のそ

の対応がとてもありがたいと、本当に何度も何度も感謝の言葉を述べていらして、うれしく思いま

した。 

それとあと、私たち給食も試食してきたのですが、そのときはサラダがメインでして、そのサラ

ダの中にウインナーとちくわがたんぱく源として入っていたんですが、そのウインナーがとても粗

悪な感じのもので、あれは絶対に亜硝酸ナトリウムを使った危険なウインナーだったと思うんです

よね。ですから、子供たちの給食に入れるハムやベーコン、ウインナーというのは、亜硝酸ナトリ

ウムは使っていない無塩せきという表示のあるそちらを使っていただきたいのですが、亜硝酸ナト

リウムは非常に毒性の強い化学薬品でして、食べると体内で発がん性物質に変化するといわれてい

るものですので、予算の関係もあるかと思いますが、子供の健康のためですので、ぜひ無塩せきと

いうものを使っていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

太田教育総務課長 学校給食につきましては、栄養士が中心に献立を考え、食材についても、地産地

消をメインに考えながら安全な食品を選んでいるところです。御指摘の、その日のウインナーに亜

硝酸ナトリウムが入っていたかどうかというのは、今私のところでは把握はできないんですが、栄

養士にもそういった意識あるはずですので、基本的には入っていないものを選んでいると考えられ

ます。また確認した上で、そういったものの取り扱いというのは気をつけるように伝えたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

小島委員 よろしくお願いいたします。 

山田教育長 ほかに。 

林委員 音楽会のことです。私は吉田小学校の音楽会に出席させていただきました。以前はクラス単

位で発表したので、人数の関係で迫力に欠ける印象を受けたのですけれど、今回は全てが学年単位

の発表だったので、3 クラスが集まって非常に迫力のある歌やパフォーマンスを見ることが出来ま

した。特に感激したことですが 6年生の合唱曲が小学生の合唱曲で定評のある中山真理さんの作詞

作曲「つらいのはきみだけじゃない」という曲だったのですが、歌詞の一つ一つが非常にメッセー

ジ性が強くて、「つらいのはきみだけじゃない、背負う荷物は違っても 思い通りにいかないこと

を みんな抱えている」という歌詞を子供たちが切々と歌うんですね。これから生きていく児童の

人生においてその言葉が心の奥にしみていき、何かの折に問題解決やそのヒントになって、生きる

力になるということを願って聞いていました。とてもすばらしい発表で感激しました。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

小澤教育長職務代理者 続々とありますが、いいですか。 
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山田教育長 簡潔に。 

小澤教育長職務代理者 音楽会のことが出ましたので、そのことについてまず１つ。２校を鑑賞いた

しました。それぞれに各学校の特色とか持ち味が出ていたなあと思います。今ごろになって私は新

たな発見をいたしましたので、これは、教育長に向ってお願いをし、校長会で広めていただければ

ありがたいと、そんな思いでいます。 

Ａ校、名前は言いませんけれども、Ａ校からは歌声づくりに向かう１つの形を教えられたように

思います。その中身を話します。まず６年生の歌声。感情、声量、表情、姿勢、とってもよかった

です。もう既に完成の域に達して、１０月の卒業音楽会ですぐ発表できるなあ、そんなことを思い

ました。とにかく心がピーンと結ばれていて、響き合いがとてもよかったです。この６年生のこの

歌声の高みに向かってどのように各学年は取り組んでいたか、そこなんです。このことがＡ校から

読み取れました。まず低学年は学年単位で歌う楽しさを味わう、これは林委員が言ったとおりです。

その次に、グレードが上がって、４年生は学年を２つに分けて少人数、２つに分け、ここで歌声づ

くりを耕していました。次に５年生は、さらに少人数に分けて、クラスごとに歌声づくりの基礎応

用を発表してくれました。歌づくりの基礎基本を５年生で徹底的に磨いたふうが見られます。その

力をもって、再び６年生で団体曲、集団の響き合いをさらに感得する。こういう人数構成の面での

システムを見せてくれたわけであります。なお、後から各学校のプログラムが送られてきまして、

そういう観点で見ましたら、Ａ校とは違って旧態依然のグループ分けで発表しておりました。ここ

で、歌声をつくるというのはこういうプロセスがコツなんだと、この年になって発見しました。そ

こで、教育長に話をしたわけであります。惜しむらくは、他校の専科の先生方、あるいは担任の先

生方が参観していない。この学校へ来てそういう方法を学んでほしいなあと、そんな思いでありま

した。 

２つ目は、韓・日出版フォーラムです。次回発表されると言ったけど、熱い思いが次回になると

しぼんじゃいますので、今言っていいですか。 

山田教育長 どうぞ。 

小澤教育長職務代理者 韓・日出版フォーラムに参加してです。韓国の出版界のトップの方々２８人、

この片田舎に来てくださった。まずそのことが驚きであります。そして、会合が進むにつれて、こ

の会合の重さというのをじわじわと感じてきたわけであります。まず仁川大学の教授が韓国の出版

の現状を報告されました。まあ停滞だと、活字離れが進んでいてにっちもさっちもいかないと、そ

んなことをお話ししてくださいました。世界でも日本でもＩＴ化が進めば同じ傾向だろうなあと思

いました。韓国では２０年前からこのことを予測して、学会を中心に対策を講じてきたけれども、

中央でいくらミーティングをやっても、解決策もシミュレーションも見つからない。そこで地方へ

行って、あるいは外国に学ぶ、今回の訪問はこういうような経過らしいです。 

さて、あの仁川大学の教授が、きょうはソリューションを求めに参りましたと、こう来たわけで

す。解決策をいただきにまいる、びくっとしました。さあ、これに対して塩尻の図書館はあの学会

相手にどういうような対応をするだろうなと、私自身も緊張してトイレにも行けなかったわけであ

ります。最初に中野館長さんがいろいろ具体例を発表する中で、常にＰＤＣＡ、リニューアルの姿

勢で臨んでいますと。ここでは具体は述べませんが、リニューアルの姿勢を持って常に見返しをし

て新たな手立てを講じていますと姿勢を述べました。それから、職員の心構え、姿勢構築が大事で

すと。さらには、長田さんからは、こういう混迷したときこそ原点に返るべしと、塩尻の原点、寺

子屋の原点は対話だそうです。キーワードは対話。次回は著者の語りかけを予定しているようです。

読み聞かせをすると言っておりました。本当に密度の濃いフォーラムだったわけであります。通訳

を介しているから、学会の方々はもどかしさもあったんだろうと思いますが、最後の質疑応答は非
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常に盛り上がり、エンドレスのくらいでありました。ということは、ソリューションが見えてきた

んじゃないか、解決策が見えてきた証拠ではないかと思いました。 

つぶやきですが、学会の人たちは意識が高い、後ろに座る一般人は薄い。意識度が全然違う。さ

あ、それをどういうふうに上條副館長さんがまとめるか、ここをおもしろく見させてもらったんで

すけれども、さすが上條さん、市民の気持ちを考えて、学会の人たちは後は飲みながらやりましょ

うと、うまく切りかえてくれました。今後もプロとアマのジョイントの催しがあると思いますが、

その進行、まとめというのは、ああいうふうにやればいいんだなあということを学びました。この

うれしさを、今、お伝えしました。きっと飲み会は盛り上がって次の日大変だったろうなあと思い

ます。御苦労さまでした。 

山田教育長 ありがとうございました。熱い思いは伝わったでしょうか。 

じゃあ、ここまではよろしいですかね。では、先へ進めます。 

 

  ○報告第２号  ７月の行事予定等について 

山田教育長 次に報告第２号、７月の行事予定等についてお願いいたします。資料は８ページをお願

いいたします。全員参加のものを見てまいります。７月３日、新しい教育委員さんの任命書交付式

と、小島委員さんへの感謝状の贈呈式があります。それから５日、主幹指導主事Ａ訪問、桔梗小学

校、それから２１日が同じく広陵中学校の訪問があります。また２０日木曜日、少し早まりますが、

定例の教育委員会がこの場所で行われます。その後、歓送迎会がありますので、日程の確保、御準

備をお願いいたします。 

以上、７月の全員参加の予定でありますが、御質問、御意見ありましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、都合をつけて御参加をお願いいたします。 

 

  ○報告第３号  後援・共催について 

山田教育長 それでは、続いて第３号、後援・共催についてであります。資料９ページ、１０ページ

です。ごらんいただいた上で、御質問、御意見ありましたらお願いいたします。いいですか。 

〔「いいです」の声あり〕 

山田教育長 では、続いて先へ進めます。 

 

  ○報告第４号  市議会６月定例会に係る教育委員会報告について 

山田教育長 それでは、報告第４号、平成２９年塩尻市議会６月定例会報告についてでありますけれ

ども、資料１１ページから２３ページまでであります。事務局から説明をお願いいたします。 

太田教育総務課長 報告第４号、市議会６月定例会に係る教育委員会報告についてお願いいたします。

資料１１ページをごらんください。平成２９年塩尻市議会６月定例会に係る教育委員会関係の報告

です。 

提出議案につきましては、人事案件１件、予算案件１件でございました。いずれも６月５日に提

出されまして、去る６月２３日の本会議において原案どおり可決されております。また、報告案件

１件につきましては、６月１５日に報告受理されたものでございます。 

私からは、続いて１２ページから１５ページまでについて御説明申し上げます。議案第６号、教

育委員会委員の任命についてでございますが、小島佳子委員が任期満了となることに伴いまして、

嶋崎栄子氏を適任者として任命する旨、議会の同意を求めたものでございます。略歴につきまして

は、１４ページを御確認ください。先ほどの行事予定にもございましたが、７月３日に、退任・着

任式を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 
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次に資料１５ページになります。議案第１１号、平成２９年度塩尻市一般会計補正予算（第１号）

につきましては、教育委員会関係では、小学校及び中学校の就学援助費の増額補正になります。就

学援助費は経済的な理由によって就学が困難と認められる家庭に対し援助費を支給することにより

まして、義務教育の円滑な実施を図ることを目的としております。この就学援助費の支給額の算定

基礎としております国の要保護児童生徒援助費補助金の予算単価が本年４月１日に改正され、新入

学用品費の予算単価が引き上げとなったことから、就学援助費の増額補正をしたものでございます。

具体的には、小学校入学用品費２万４７０円が２万１３０円増額の４万６００円に、中学校の入学

用品費２万３，５５０円が２万３，８５０円増額の４万７，４００円にそれぞれ引き上げとなって

おります。対象児童生徒数の見込みとしましては、小学校が７０人で１４０万９，０００円の増額、

中学校が本年３月に前倒し支給した今年度入学生徒６９人と、来年度入学生徒７０人の合わせて１

３９人で３３１万５，０００円の増額となるものです。以上です。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 それでは、私からは資料１６ページ、報告第６号について御説明申し上

げます。平成２９年度一般財団法人塩尻市文化振興事業団の経営状況を説明する書類の提出につい

てでございます。 

おめくりいただきまして１７ページでございます。報告理由は、市が出資その他財政的援助を行

っている一般財団法人塩尻市文化振興事業団の経営状況を説明する書類を、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により、議会に提出したものでございます。 

概要につきましては、事業計画並びに収入及び支出について報告したものでございます。内容に

つきましては、資料のとおりでございます。私からは以上です。 

中野こども教育担当部長 それでは、１８ページをお願いいたします。私からは、本会議の一般質問

について主だったところだけ御説明をさせていただきます。 

１８ページの中段２番目でございますけども、山口恵子議員の一般質問でございます。先ほど説

明がございましたけども、就学援助費についてということの御質問で、小学校新入学用品費の前倒

し支給について、本市の対応について聞きたいということです。これにつきましては、中学校につ

きましては、いわゆる前倒し支給、前年度の３月に支給をするということで今年度から行いました

ので、小学生についてはどうかということの御質問でございます。それから、次のポツでございま

すけども、医療費の支給状況についてお伺いしたということでございます。答弁でございますけど

も、小学生につきましては、新たに就学援助費の申請、認定の手続きが必要となる、いわゆる幼稚

園、保育園から今度小学校へ上がるものですから、新たに申請していただいて、うちのほうで認定

するという手続きが必要になるということ、それから、組合立の小学校、両小野小学校でございま

すけども、管理する辰野町との連携と調整が必要になるというようなことから、今後、他市の状況

等を把握する中で、実施に向けて検討をさせていただきたいということで御答弁をさせていただき

ました。それから、医療費の支給状況でございますけども、医療費の対象となる疾病でございます

けども、法令等でこれは規定をされておりまして、感染症または学習に支障を生ずるおそれのある

疾病ということで規定をされております。２８年度の状況でございますけども、最も多い疾病でご

ざいますけども、やはり虫歯でございます。学校が指示した件数医療券を発行させていただきます

けども、これが１３４件、治療した件数が５３件ということで、約４割が治療をしていただいたと

いうことでございます。こんな答弁の内容でございます。 

続きまして１９ページをお願いいたします。４番、古畑秀夫議員の一般質問でございます。コミ

ュニティ・スクールの成果と課題についてということで、コミュニティ・スクール、全小中で始ま

りましたけども、１年たって取り組みの成果と課題について聞きたいということでございます。成

果につきましては、教育長さんの答弁でございますけども、これまでの学校評議員制度と違って、
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地域と学校が一緒になって地域の子供を育てる意識が高まり、取り組みが活発になっているという

ことでございます。それから、逆に、学校が地域に貢献する活動も見られるということで、一例で

ございますけれども、丘中学校のアレチウリの駆除、地区の文化祭へのボランティアの参加という

ことがありますということで、答弁をいただきました。 

それから、６番の平間正治議員さんでございますけども、次期学習指導要領についてということ

で、小学校の英語教育の内容、それから平成３０年度からの移行措置の内容と市の対応、総合的な

学習の時間振替に対する教育長の見解、英語教育に対する教員の状況と支援策について聞きたいと

いうことでございます。教育長さんの答弁でございますけども、平成３２年度から小学校の中学年、

これが３５時間になります。高学年は７０時間ということで、英語教育の早期化と教科化が実施さ

れるということで、その間が移行期間になりますけども、小学校の中学年では１５時間、高学年で

は５０時間が実施をされ、１５時間以内で総合的な学習の時間を振替可能としているということで

出ていますけども、これに対する考えはどうかということで、見解でございますけども、安易に減

じるべきではないという答弁をさせていただいております。それから、本市の対応でございますけ

れども、英語教育の担当指導主事を配置をして、研究指定校における指導方法等の研究を実践的に

進めるとともに、教員に対する研修会ですとか適切な指導、助言を行って、教員の皆さんの支援も

あわせてしていきたいということでお答えをさせていただいております。 

続きまして２０ページの中段、８番でございます。西條富雄議員ですけども、未婚のひとり親の

保育料の軽減についてということで、ひとり親の経済的負担の軽減の対策として、松本市では寡婦

に限定することなく、未婚の保護者に対しても保育料の軽減の対象の拡大を図ったということで、

塩尻市の実施の考えはあるかという御質問でございます。寡婦控除でございますけれども、いわゆ

る離婚や死別によりましてひとり親になった方がですね、保育料の算定をさせている基礎になりま

す市町村民税の所得割額の段階でいわゆる寡婦控除というものを受けることができますけども、現

在、未婚のひとり親の方につきましては、寡婦控除の対象外ということでございます。それを松本

市さんでは対象にしているということで、本市については、今は対象外になっているということで

ございます。未婚のひとり親につきましては、寡婦控除の見なし適用という形になりますけれども、

今年度設置をしたこどもの未来応援会議の中で、その部会の中でこれも実施に向けて方針を出して

いきたいということで御答弁をさせていただきました。 

次ページをごらんいただきたいと思います。２１ページの最下段になります。古畑秀夫議員の子

どもの未来応援事業ということで、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけれども、子ど

もの未来応援事業の内容と方向性について聞きたいということで、これは本年度、子どもの未来応

援事業という形で立ち上げたものですので、そんな内容について御質問がありました。子どもの未

来応援事業につきましては、庁内の７課によるこどもの未来応援会議というものを５月１日に立ち

上げをさせていただいております。その中で３つの部会をつくりました。子どもの居場所、子育て

支援、ひとり親、この３つのテーマで作業部会を設けて検討を今現在進めているということで、子

どもの居場所の部会におきましては、子供の居場所である学校、児童館、それから、子ども食堂な

どの現状を把握して、身近な相談窓口のあり方ですとか、コミュニティ・スクールと連携した学習

支援について検討をしていきたいということでございます。それから、子育て支援部会につきまし

ては、妊娠から子育てあんしんサポートルームの南部地域への設置、それから、３歳未満児の保育

園の入園が大変ふえているということで、これについても、家庭保育のあり方について検討を進め

ております。それから、３つ目のひとり親部会でございますけども、先ほどお話しさせていただい

た未婚のひとり親の寡婦控除の見なし適用、これをこちらの部会のほうで検討をさせていただいて

おりますし、市の奨学金の貸与制度のあり方についても検討をさせていただいてあるということで、
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御答弁をさせていただきました。 

２２ページにつきましては、福祉教育委員会の内容になります。議案第６号についての質疑でご

ざいますけども、教育委員会の委員の任命についてということで、先ほど太田課長のほうから説明

があったものでございますけども、一番上、永田委員さんからは、保護者である教育委員は、子供

が学校を卒業することによって委員交代となるのかということで、御答弁としては、慣例によって、

義務教育の期間の子供の保護者としているので、任期中に子供が中学校卒業を迎えないような形で

考慮をさせていただいているということでお答えをさせていただいております。 

それから、一番下から２つ目になりますけども、平間副委員長でございますけども、選考の基準

はどうなっているかということで、文化、スポーツ、学校教育、社会教育と幅広い分野から選出を

する。それから、年齢、性別、職業、地域等に偏りが生じないように配慮をして選考しているとい

うことで御答弁をさせていただきました。私からは以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

それでは、今の内容について御質問、御意見ありましたらお出しください。 

石井委員 よろしいですか。この平間議員の質問に対して、教育長さんとしては、まだ具体的に英語

の担当の先生を配置されるとかそういったことは、文科省のほうからは通達が来ていないわけです

か。 

山田教育長 英語の教科化において文科省のほうでは、その定数を増加するということは今のところ

ないので、現有の担任を中心とした指導で進めていかなくてはいけないと思います。ついては、英

語科の指導主事を入れて研修を進め、それぞれ担任が少しでも自信を持って授業に臨めるように、

これから移行期間で準備を進めていきたい、そのようなことです。 

石井委員 文科省のほうでもそういったことしか言っていない。 

山田教育長 そうですね。 

石井委員 英語をやれと言っておいて、先生も用意していないと。 

山田教育長 指導者をどうするか、指導内容をどうするか、それから指導時間をどう確保していくか、

このことを今、研究指定校の広丘小学校で今年度から進めております。その成果を各学校に伝えて

いただいて、各学校がそれを１つのモデルとして自分の学校で指導ができるように来年度から徐々

に準備と試行を進めてまいりたいと思います。 

石井委員 文科省というのは、この下部団体からの申し入れというものを聞く耳を持たない。 

山田教育長 そこのところは事情が難しいと思います。文科省がこのために予算をきちんと確保でき

ればいいと思いますが、そこのところは国の予算の配分というところですので、なかなか厳しい部

分があるのではないかと思います。 

石井委員 文科省というのは、この下部団体からの申し入れにどう対応するのか。 

山田教育長 そこのところは事情が難しいと思うんですけれども、文科省がこのために予算をきちん

と確保できればいいと思うんですけれども、そこのところは国の予算の配分というところで、なか

なか厳しい部分はあるのかなということは思います。 

石井委員 だけど英語をやれと言うならば、それだけの努力をして文科省が予算をとるべき。 

山田教育長 教育七団体からも国費をしっかりと出してほしいという要望はまた出ましたので、機会

あるごとに、私からは県の教育委員会へ、県の教育委員会からはまた国のほうへ、発信していただ

くようにお願いしてまいりたいと思います。 

石井委員 お願いします。 

小澤教育長職務代理者 ２点お願いします。１点は、未婚のひとり親、特に未婚の母親の経済状況が

非常に厳しい、このことが貧困家庭につながるという新聞報道もあります。それで、未婚に至るわ
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けというか経過というのは、それはそれぞれさまざまで、非常にこの背景を探ることは難しいだろ

うと思います。それで、聞いてはいけないかも知れませんが、塩尻市の場合、実態はどうですか。

該当者はたくさんいらっしゃるんですか。 

２点目であります。教育委員の任期の問題であります。保護者枠が設定されたという経過、これ

は理解しているつもりであります。委員になられた方は、１期やってみて、さあ、また頑張るぞと

いうような意識が高まってくるわけです。そういうときに、おやめください、それはちょっとかわ

いそうな感じもする。一方、この保護者枠が設定された意図というのは、現場の声を直に委員会に

反映するもの。この両者の間で、悩むことになるわけでありますけれども。答弁書を拝見させても

らうと従来どおりであると、慣例によって塩尻独自の道はとらないと、はっきり明快に言っている

わけであります。例えば、子育ては義務教育段階だけじゃないです。今は、生まれた時から、生ま

れる前から保護者の意識です。だから、現場の声を届けるっていえば、幼、保の親から高校までで

す。こうすると、義務教育の窓口を広げる。そういうことを考えますが、いかがでしょうか。２点、

思いをお聞かせください。 

中野こども教育担当部長 未婚のひとり親の方の状況ですけども、未婚のひとり親の方で保育所を利

用している方は１５人いらっしゃいまして、そのうちで、市町村民税が非課税なものですから、実

質は保育料がかからないという方が１０人いらっしゃいます。それで、残り５人の方になるわけで

すが、お一人の方は、同居されている方の家計の主宰者の方がいらっしゃいまして、対象にはなら

ないんですが、残りの４人の方につきましては、先ほどの寡婦控除の見なし適用が実施がされれば

軽減がされるという形でございます。 

それから、教育委員さんの関係でございますけども、委員さんからのそういったお考えも１つは

あるのかなあと思いますけども、制度的な中でそれが対応であるかというのはまた検討の材料だと

思っておりますし、実際にやはり小中のお子さんを持った義務教育の方の保護者の方のですね、実

際に接している年代の方の御意見というのが、小中の９年間の中で私どもがいただく御意見として

は大切なものかというふうに思っておりますので、現在のところはこんな形で進めさせていただき

たいと思っておりますし、１つには年齢ですとか男女の比率ですとか地域的なバランス、こんなと

ころもございますので、そういった全体的なところで捉えて委員さんをお願いをしていくという形

になりますので、そういったところも含めて検討をしていく課題であると捉えております。以上で

ございます。 

山田教育長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 ここまでのところはいいですかね。では、先へ進めさせていただきます。 

 

４ 議事 

  ○議事第１号  塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 

山田教育長 それでは、議事第１号に入ります。塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委

嘱についてですが、資料の２４ページをお開きください。事務局から説明をお願いします。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 私からは、塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱につい

て御説明申し上げます。また後ほどですね、５番のその他でも御報告申し上げますが、現在当市で

は平出地区を重伝建地区にしたいという形で、審議委員の業務等を進めてございます。それに伴い

まして、既に今年度４月１日付で委嘱しております８名の委員さんに加えまして、平出地区の関係

地域を代表する方２名の委嘱をお願いするものでございます。 

任期につきましては、７月１日から３１年の３月３１日まででございます。 
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委員の方は、林恵一様、平出区長様、並びに川上博昭様、平出集落保存研究会のこの２名の方を、

新たに２名の追加をしまして、計１０名で審議会の委員としたいというものでございます。 

また、伝建地区、平出地区の詳細につきましては、５番のほうで御説明を申し上げます。私から

は以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。それでは、新たに２名の委員を委嘱したいという議事であり

ます。御質問、御意見ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 そうしましたら、新たにこの２名を加えて保存審議会の委員とさせていただくことにい

たします。それでは、次に進みます。 

 

  ○議事第２号  小・中学校通学区審議会への諮問について 

山田教育長 続いて議事第２号、小・中学校通学区審議会への諮問についてですが、資料は本日お配

りしたものとなります。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

太田教育総務課長 それでは、別冊の当日配付資料のＮｏ．６－１と６－２の２つをお願いしたいと

思いますが、初めに資料Ｎｏ．６－２のほうから御説明を申し上げます。桔梗小学校・広陵中学校

の学級数増加への対応についてでございますが、児童生徒数の住民基本台帳ベースの推計では平成

３２年度以降、児童生徒数の増加に伴い桔梗小学校及び広陵中学校の学級数が増加し、教室数が不

足することが予測されております。推計では、桔梗小学校では平成３５年度に２５学級に、広陵中

学校は平成３２年度に１９学級になる見込みです。また、塩尻駅北土地区画整理事業が進められて

おり、地籍は大門七区と広丘郷原となる予定です。今後、この事業による児童生徒数の増加も見込

まれることとなります。塩尻駅北土地区画整理事業では、計画人口約７４０人、２８０世帯として

おり、直近の広丘駅南土地区画整理事業の約１．７倍の世帯数を計画しております。区画整理事業

による児童生徒数の見込みは非常に困難でありますが、１０年程度かけて毎年２０人から３０人程

度の新入学児童が増加していくのではないかと予測しているところです。また、逆に、塩尻西小学

校区内では児童生徒数の減少によりまして平成３４年度以降、学年も単学級となることが予想され

ております。 

続いて、２ページをお願いいたします。このような状況の中、対応等について、教育委員会事務

局内で検討してまいりました。教室不足への対応として、教室棟の増築やプレハブ施設のリースに

つきましては、桔梗小学校、広陵中学校は既に増築した経過があり建設場所が難しいことや、建設

については教室棟のほかに昇降口や職員室、給食室等の拡大も必要となり、多額の費用を要する見

込みです。また、近隣の塩尻西小学校が学年単学級と、小規模化が進む見込みもあり、適正な学校

規模の維持のために通学区域の見直しは可能か等についても検討してまいりました。これまで行っ

ておりました桔梗小学校の大門七区支部ＰＴＡ等との懇談会や通学区域だよりの発行等におきまし

て、通学区域の見直しについての反対意見や、前倒しで塩尻西小学校を選択できるようにしてほし

いですとか、通学区域の見直しの場合は兄弟関係等への配慮、通学路の検討をお願いしたいなどの

御意見もいただいているところです。なお、通学区域見直しとなる場合につきましては、小・中学

校通学区域審議会において協議をいただく必要がありますので、本日、諮問案につきまして教育委

員会の協議をお願いしたいものでございます。 

次、３ページになりますが、こちらは平成３２年度からの通学区域見直しとした場合のスケジュ

ールとなります。これまで学校、ＰＴＡ、関係地区との懇談会や通学区域だよりの発行等を実施し、

意見集約等を行ってまいりました。また、小・中学校通学区域審議会につきましては、第１回を来

月７月３１日に開催することを予定しておりまして、年度内４回の開催を予定しております。審議
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会の答申を受け、年度末の教育委員会において通学区域の変更について可否を決定していただくこ

とで考えております。 

次に４ページをお願いします。通学区域見直しの必要性と課題でありますが、塩尻駅北土地区画

整理事業もある中で、桔梗小学校、広陵中学校の大規模化や塩尻西小学校の小規模化への対応とし

て、多額な費用をかけずに学校規模の適性化につながる案として検討してきたものでございます。

なお、通学区域の見直しにおける課題としましては、現在就学している児童生徒や、その兄弟関係

への配慮が必要になると考えております。 

次、５ページですが、こちらは平成２８年度から平成３５年度までの児童生徒数及び学級数の推

計となっております。上段は小学校２校、下段は中学校２校となっております。平成２８年度及び

２９年度は、それぞれ５月１日現在の確定値でございます。平成３０年度以降は住民基本台帳ベー

スでの推計値となります。また、普通学級については３５人以下、特別支援学級は８人以下で１学

級となります。塩尻西小学校は、本年度普通学級が１２学級、特別支援学級２学級で合わせて１４

学級となっております。平成３４年度の入学児童数が３５人であり、この年度が学年単学級となる

見込みとなっております。その下、桔梗小学校は、今年度普通学級２２学級、特別支援学級４学級、

合わせて２６学級となっております。平成３４年度の入学児童数が１５２人であり、この年度の入

学児童の学級は５学級となる見込みとなっております。また、中ほどの通学区域を見直した場合の

推計では、こちらその年度の入学児童に転出や区域外就学等による自然減及び大門七区の国道１９

号南側区域の児童数をマイナスし、ここに塩尻駅北土地区画整理事業による児童数の見込みをプラ

スした桔梗小学校の１年生児童、入学児童になりますが、児童数と学級数の推計値をお示ししてご

ざいます。平成３２年度では入学児童数１３５人、自然減マイナス７人、大門七区の国道南側マイ

ナス２０人、区画整理事業でプラス１４人、合計で１２２人、４学級となる推計となっております。

なお、大門七区国道南側数値につきましては、兄弟関係等を考慮していない数字になっております。 

その下、中学校になりますが、塩尻中学校は今年度普通学級１３学級、特別支援学級２学級、合

わせて１５学級となっています。平成３５年度の入学生徒数１０４人であり、３学級となる見込み

となっております。次に、広陵中学校につきましては、本年度普通学級１６学級、特別支援学級３

学級で合わせて１９学級となっております。平成３２年度の入学生徒が２２５人であり、７学級と

なる見込みとなっております。また、一番下の通学区域を見直した場合の推計は、先ほどの桔梗小

学校と同様に、推計した広陵中学校１年生の生徒数と学級数の推計です。平成３２年度では入学生

徒数２２５人、自然減マイナス７人、大門七区国道南側マイナス２２人、区画整理事業プラス１０

人で、合計２０６人、６学級と推計してございます。 

次に、６ページにつきましては市内小学校９校、７ページは市内中学校の平成２８年度から平成

３５年度までの児童生徒数、学級数の推計となっております。先ほどと同じように、平成２８年度

及び２９年度はそれぞれ５月１日現在の確定値でございます。平成３０年度以降は住民基本台帳ベ

ースでの推計値です。学校ごとに増減はありますが、全体的には児童生徒数は減少傾向となります。 

続いて、８ページをお願いします。こちらは平成２９年度から平成３５年度までの本年の５月１

日現在の住民基本台帳ベースによります大門七区の入学児童生徒数の推計でございます。上段が桔

梗小学校、下段が広陵中学校で、それぞれ国道１９号北側及び１９号南側となっております。桔梗

小学校は国道１９号北側が平均で１７人、１９号南側は平均で２２人、合計の平均は３０人となり

ます。また、広陵中学校は国道１９号北側が平均１４人、１９号南側が平均２０人、合計の平均は

３４人となります。 

次のページは通学区域等の図でございます。オレンジ色で囲まれた部分は桔梗小学校、青色で囲

まれた部分は塩尻西小学校の通学区域でございます。中ほどにある黄色の部分が塩尻駅北土地区画
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整理事業のエリア、また、ピンク色で囲まれたところが大門七区の区域でございます。また、赤い

点線は国道１９号、青色の斜線が大門七区の国道南側区域でございます。この区域について通学区

域の変更を検討したものでございます。それから、黒色の枠で囲まれたオレンジ色と青色が、小中

学校４校となっています。学校の位置や現在の通学区域等を御確認ください。 

資料最後に添付させていただいた用紙がございますが、先日、桔梗小学校の大門七区支部ＰＴＡ

地区懇談会にて活用したものでございます。今回の通学区域の見直しに関する保護者等からの意見

を集約するためのご意見用紙となっておりまして、地区懇談会においては４０人提出をいただいた

ところです。今後はこの用紙を学校等に置かせていただくことも検討しております。 

続きまして、資料Ｎｏ．６－１をお願いします。塩尻市立小・中学校通学区域審議会への諮問に

ついてになります。ただいま御説明申し上げました検討事項について、通学区域審議会に諮問する

ものでございます。趣旨につきましては、塩尻市立小学校及び中学校通学区域の一部変更について

審議が必要となりましたので、教育委員会の諮問機関である塩尻市立小・中学校通学区域審議会に

諮問することについて御協議をいただきたいものです。 

諮問内容は、塩尻市立塩尻西小学校、桔梗小学校、塩尻中学校及び広陵中学校の通学区域の一部

変更についてになります。 

諮問理由は、住民基本台帳べースによる推計に基づく児童生徒数の増減地域について、適正な学

校規模維持のため、塩尻市立小・中学校通学区域審議会の意見を求めるものでございます。 

該当地域は、大門七区のうち国道１９号南側地域です。現在の指定学校は桔梗小学校及び広陵中

学校。変更後の指定学校は塩尻西小学校及び塩尻中学校となります。 

今後の対応につきましては、審議会年度内４回の開催を予定しておりまして、第１回を７月３１

日月曜日に開催したいものです。審議会からの答申を受けた後、今年度末までに教育委員会におい

て変更の可否を決定したいものでございます。 

裏面につきましては諮問書の案になります。今の説明の内容のとおりでございます。 

次に、審議会に諮問する素案です。事務局内で考えた素案をたたき台として提案させていただけ

たらと思っている内容です。１ページから３ページになりますが、これまでの懇談会等の意見等を

考慮をし、検討したものとなってございます。該当地域の検討につきましては、学校規模の適性化

への対応、塩尻駅北土地区画整理事業に伴う児童生徒数の増加、それから通学距離を考慮する中で、

大門七区のうち国道１９号南側地域を該当地域としたものでございます。 

通学区域の見直し案としましては、Ａ、Ｂ、Ｃの３つを素案として提出させていただくものです。

Ａ案は、塩尻駅北土地区画整理事業に伴う児童生徒数の増加見込みと通学区域変更についての周知

期間を設けることから、平成３２年度以降の小学校入学児童について適用するものです。平成２５

年度出生の今年度４歳になる児童から対象となるもので、中学校については平成３８年度入学生徒

からの適用となります。課題としましては、広陵中学校が１９学級となる見込みから、プレハブ教

室のリース等について、予定しておく必要があります。なお、３１年度までの桔梗小学校入学児童

は広陵中学校へ通学することとなります。 

次、２ページをお願いします。Ｂ案につきましては、桔梗小学校の入学学年が５学級、塩尻西小

学校の入学学年が学年単学級となる見込みの平成３４年度以降の小学校入学児童について適用する

ものです。Ａ案より２年遅れる形となるものです。平成２７年度出生の本年度２歳になる児童から

対象となるもので、中学校については平成４０年度の入学生からの適用となるものです。 

次、Ｃ案ですが、こちらは広陵中学校が１９学級となること及び塩尻駅北土地区画整理事業に伴

う児童生徒数の増加見込みから、平成３２年度以降の小学校及び中学校入学児童生徒について適用

するものです。この案では、平成１９年度出生の現在小学校４年生が中学校に入学するとき、それ
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から、平成２５年度出生の今年度４歳になる児童から対象となるものであります。課題等としまし

ては、平成３２年度から広陵中学校に１９学級となる見込みですが、この通学区域見直しによりプ

レハブ教室のリースが不要となる可能性があります。 

次に３ページをお願いします。３つの案の共通事項としまして、経過措置を２つ設けたいという

ものでございます。１つ目は、通学区域見直しの適用年度を待たずに平成３０年度から塩尻西小学

校及び塩尻中学校への指定校変更を可能とするものです。２つ目は、兄姉が桔梗小学校又は広陵中

学校へ通学している又は通学していた、あるいは卒業した、児童生徒については御家庭が学校とつ

ながりがあることから、引き続き桔梗小学校又は広陵中学校への通学を可能とするものでございま

す。 

その他は、保護者や地域の方々から幅広く意見等を受け付けるために、随時、電子メールや電話

受付、それから先ほど御説明しました、ご意見用紙を活用すること、また、通学区域だよりの発行

や、市ホームページ及び広報誌へ記事を掲載しまして、市民への情報提供を行っていくものでござ

います。なお、先ほど御説明申し上げました資料Ｎｏ．６－２につきましては、いま一度内容の精

査し、修正等行ったものを審議会へ資料提出をさせていただきたいと思いますので御了承ください。

以上でございます。 

山田教育長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について御質問、御意見ありまし

たらお願いいたします。 

小澤教育長職務代理者 要望でもいいですか。 

山田教育長 はい、どうぞ。 

小澤教育長職務代理者 お願いします。要望です。実際に７月３１日に、審議会が始まるわけであり

ます。さまざまな意見が寄せられてくるものと思います。それで、事務局にあっては住民からの情

報を的確にこまめにつかんで、それを審議会へ即提供する。そして審議会で諮られた内容をまた住

民へ返す。これのキャッチボールを丁寧にやっていっていただきたいという要望であります。以上

です。 

山田教育長 ありがとうございました。ほかの点ではいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 そうしましたら、ただいま教育総務課長から話がありましたように、資料については再

度確認して、よりわかりやすい資料として提示していくようにいたします。また、これからの運用

については、住民・保護者の声をていねいに受け止め、審議会に伝えるとともに、審議の経過をも

れなく市民に伝えるよう審議会と市民とのパイプをしっかりつなげていくよう配慮をいたします。 

  それでは、この諮問についての内容については、この内容で諮問をさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 では、そのように諮問をさせていただくようにいたします。それでは、次に進みます。 

 

５ その他 

  ○その他第１号  平出地区の重要伝統的建造物群保存地区選定について 

山田教育長 その他第１号、平出地区の重要伝統的建造物群保存地区選定についてです。資料の２５

ページから３３ページまでです。事務局から説明をお願いいたします。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 それでは私からは、その他第１号、平出地区の重要伝統的建造物群保存

地区の選定について御説明申し上げます。既に、４月の協議会においても平出地区について重要伝

統的建造物群保存地区、重伝建に向けて選定作業を進めているというところを御説明したとこでご
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ざいますけれども、現在の状況等について御説明申し上げます。 

まず、資料Ｎｏ．７－１、２５ページですけれども、平出地区につきましては平成２４年から２

５年、２カ年にかけまして保存地区の保存対策調査を行いまして、平出地区については歴史的農村

景観を形成しているというところに高い評価を得ていたということをもとにしまして、重伝建地区

を目指そうというところで動いてきたところでございます。これまで、地元に対しまして説明会並

びに町並み通信等の発行、それから勉強会、あと、平出集落の保存研究会等が自発的に発足されま

して、これまで地元説明会等を多々重ね、平成２９年度に入り新役員さんに対しまして重伝建制度

の概略等、また、関係します区域の皆様に説明会等を進めてきたところでございます。 

おめくりいただきまして、そもそも重伝建とはということころで簡単に御説明申し上げます。資

料ナンバーは２７ページになります。まず、伝統的建造物群保存地区につきましては、平出地区は

農村景観が大変優れているというところで、建物や環境などを面的に保存する地区を市町村が指定

をいたします。その後、要綱、条例等を整備した上で国にまず諮問をいたします。国が、我が国に

とって価値が高いと判断、選定され初めてその頭に「重要」という名前がついて答申がされるとい

うものでございます。現在までは全国にある９４市町村の１１４地区が選定されており、塩尻では

既に御存じのとおり、奈良井並びに木曾平沢が選定されているところで、現在、平出地区を３地区

目の重伝建にしたいというものでございます。 

続きまして、ちょっと時間もありますので、ざっぱくに説明いたしますけれども、重伝建地区の

中には、その要素となる特定物件と、それでないものについて大きく分けられます。特定物件につ

いては修理、復旧、それから、特定物件以外については修景という形で整備を進めていくところで

ございますけれども、それぞれについて補助金等の制度がございます。その補助金等について説明

いたしましたものが２９ページ以降でございます。これは、現在、整備しております、奈良井地区

で実際に行った修理事業の実例でございます。写真の左側が修理前、右側が修理後のものでござい

ます。本来の形を尊重し、外観と主要構造材、要は柱とか梁・土台等を修理するものについて行う

ものを修理事業と呼んでおります。現状維持のための修理とか、改造された外観を本来の奈良井の

町並みに合う復元修理等を修理事業と言っておりまして、これについて、市並びに国等の補助が適

用になるというものでございます。 

おめくりいただきまして、３０ページは修景事業でございます。特定物件以外のものについて行

う外観の整備事業について修景と呼んでございます。街路から望見できる外観を、周囲の景観に調

和するように修景基準に基づき整備する工事につきましても補助制度等がございます。この写真に

つきましては、現在、行っておる木曾平沢地区の実例でございます。モルタルになった外壁等を、

当時の面影を残すような形で、周囲の景観に合わせた工法にて修景したというところの説明をお示

ししたものでございます。 

この制度は、幾つか制約がありその一つに許可申請等が必要になってくる場合がございます。そ

れにつきましては３１ページでございます。主には、区域内にある建物について建物の新築、増築、

改築等をする場合並びに以下修繕だとか木竹の伐採等につきましては、外観を保存するという趣旨

から見まして、基本的には許可が必要だというところになります。これは、補助金、先ほど申し上

げました補助事業の対象となることが多くございますけれども、補助はいらないから勝手にやらせ

てくれということは決してでず、上記にありました１から６につきまして行為をする場合は、地区

内については基本的には許可が必要になるというところでございます。 

駆け足で済みません、現在、平出地区の保存地区の区域にしたいというところお示ししたのが資

料Ｎｏ．７－２、３２ページでございます。現在、こんな形で地元にも説明をしておりまして、近々、

文化庁にて最終協議をいたしまして、この区域内でぜひとも平出地区を伝建にしたいというところ
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で調整を図っていくというところでございます。 

今後の日程につきましては、最終ページ３３ページになります。中段にございますが、庁内調整

につきましては、現況を定例教育委員会のほうに現状をお諮りしまして、その後、例規、それから

規則、要綱等について庁内調整をするとともに、平出地区は都市計画区域内の調整区域であります

ので、下から３番目、都市計画決定というものが必要になりますので、こちらを進めていくという

こと、それから、最終的には、保存計画についても１２月には定例教育委員会のほうに議案等提出

いたしまして、お認めいただければ１月には告示をいただきたい。並びに先ほど申し上げました都

市計画決定につきましても、平行しまして１２月に都市計画決定をしていただいた上で市の告示が

同月１月にされるということでございます。順調にいきますと、来年の２月に国のほうに選定の申

し出をいたします。その後、国の審議会に諮られまして、早ければ来年の５月には国の審議会から

答申がされます。晴れて選定されるというのは来年の８月で、官報告示をもって選定ということで

運びになりますので、早ければ来年８月には３つ目の伝建地区が誕生するというような予定になっ

てございます。大変ざっぱくで、また、聞き苦しい面ございましたと思いますけれども、私からは

以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。委員の皆さんから御質問、御意見ありましたらお出しいただ

きたいと思いますが。 

小澤教育長職務代理者 質問いいですか。 

山田教育長 はい、どうぞ。 

小澤教育長職務代理者 ３１ページです。レジュメをいただいて読ませてもらう中、３０ページまで

はまあ多目に見て、３１ページになった途端にうんと我が事として捉えることができました。事前

にこれをもう地区内に配付し、説明してあるわけですよね。拒否反応ってなかったですか。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 実際、その地区の選定する範囲について、やはり幾つか御意見を頂戴し

てございます。その意見を、私どもだけではなく文化庁とも協議する中で、こういった範囲でいけ

る、またその範囲内の方たちにおいては、おおよそ合意を得られるということで、今回勉強会等を

実施し、また、地区の保存会の方たちともお話をしましたけれども、この範囲内できちっと進めて

いくということで確認しております。これからは、説明会等に出てきていただけない方も何名かい

らっしゃいますので、その方たちにも改めて、御説明をする中で御理解を頂戴しながら、ぜひとこ

の平出地区を選定していきたいというように思うとこでございます。以上です。 

山田教育長 現状変更の内容に対する受け止めについてはどうですか。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 すみません、補足で、新築、増築、改築等した場合には例えば自分の好

きなものが建てられないのではないかというような、意見があったのではないかと感じております

けれども、当然そういった御意見もございます。ただ、平出地区の景観を見る中で、あそこに躯体

３階建ての鉄骨の建物を建てるのはいかがなものかというとこは、そもそも論でありまして、あの

地区をきちんと景観を保全しているというところで皆さん御理解をしているというように私ども

も理解しておりますので、そんなに制約が厳しいものではないのかなというのが担当としての感想

でございます。実際、奈良井、平沢のようにきちんとした町並みではなく、ある程度農村集落を保

存する上で景観的にそんなに逸脱していなければ、それほど住んでいる方の御意志が反映できない

ような建物ができないということはないんじゃないかというように私は考えております。以上です。 

小澤教育長職務代理者 奈良井とか平沢に先行事例がありますから、丁寧に進めてください。 

林委員 すみません、いいですか。建物の変更はいいのですけれども、例えば木とか竹の伐採とか土

石類の採取、そんなようなところにまで規制がかかっていることに対して住民の方はいろいろと意

見があるのではないでしょうか。 
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胡桃生涯学習スポーツ課長 実はですね、建物以外にも、工作物だとか、あと、その庭木等について

も景観を構成する要素として捉えておりますので、当然、その伐採等についても、規制はかかりま

すけれども、あくまでもそれは特定物件というような形で拾った場合についてであり、その庭木の

草花まで規制をするっていうものではありません。平出地区の景観を構成する要素として、例えば

生け垣だとか、石垣だとかそういったものについて保全をしてくださいというところで、多少規制

はかかりますけれども、その地区、木を切っちゃいけないと、そういったことではございませんの

で、その辺もまた経過の御説明できればなというふうに思います。 

山田教育長 それでは、この件については説明を受けたということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 ありがとうございました。そのほか委員の皆さんからありますでしょうか。よろしいで

すか。 

事務局からその他ありましたらお出しください。 

横山教育企画係長 本日お配りした資料で、平成２９年度第１回塩尻市コミュニティ・スクール研修

会アンケート結果からというものを配付させていただきました。先日開かれた研修会ですけれども、

御出席された委員の皆様、ありがとうございました。その中で、参加者の状況ということで合計１

０２名の参加があったというところですけれども、当初想定では五、六十名でしたので、想定をか

なり上回る方に御出席いただくことができました。把握しきれない部分もありまして、１０２名以

上いたのではないかというふうに感じております。研修会の中で分科会では、子供の育ってほしい

姿を五七五で表現するということを行いましたが、最後のほうの２枚に、この分科会で作られた全

ての五七五を掲載してあります。地域を表現したようなものとかですね、盛り上がった会になった

かと思いますので、またご覧いただければと思います。私からは以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。事務局、ほかにはありますでしょうか。 

 

６ 閉会 

山田教育長 ありがとうございました。それでは、本日予定された案件は全て終了いたしました。 

それでは閉会に当たりまして、今月末をもって御退任されます小島佳子委員より御挨拶をいただ

きます。お願いいたします。 

小島委員 はい、教育長。ここで着任の挨拶をしたのがまるで昨日のことのように思い出されます。

光陰矢のごとしとは本当にこのことなんだなと、今、実感しています。皆様、４年間大変お世話に

なりありがとうございました。 

日本は共謀罪が可決されてしまい、これからますます生きにくい世の中になっていくと思います。

そして、私たちの想像をはるかに超える人口が減っていくことも予想されますし、少子高齢化がま

すます進んでいくのだと私は思っています。そんな中、子供たち一人一人は塩尻の未来を担う大切

な大切な宝物です。どうかその宝物のために、皆さん全力で頑張ってください。私はこれで一人一

個人の母親に戻りますが、私も子供たちを立派な社会の一員となるように育てていきますので、皆

様もどうか塩尻の宝物のために頑張ってください。４年間、大変お世話になりありがとうございま

した。 

山田教育長 それでは、私のほうからも一言おお礼を申し上げます。小島委員さんは、１期４年の教

育委員任期を、今月末で務め上げることになります。４年の長きにわたりまして本当にお疲れさま

でございました。小島委員さんにおいては、この間、本当に心傷めるつらい時期があったわけであ

りますけれども、そうしたものを乗り越えて本市の教育のために御尽力いただきました。ありがた

いという思いと同時に、まさしく尊敬に値することであったと思います。小島委員さんには、特に
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この間、保護者枠の教育委員としてお務めいただきながら、子育て世代の代表として、子育て、ま

た教育施策について多くの御提言をいただきました。とりわけ子供たちの安心、安全な生活環境や

学習環境づくりでは、子供たちがすくすくと伸びることができるよう本当に細やかなところまで実

情を見ていただき、それをどう整えていくのかについて、改善に向けての建設的な意見を述べてい

ただきました。ありがとうございました。 

今回、教育委員の任期を終わるわけでありますけれども、保護者としてまた市民としてこの地に

住み続けることには変わりありませんので、さまざまな機会に御提言をいただければありがたいと

思います。結びに、小島委員さんのますますの御多幸を心から祈念し、また、重ねて感謝を申し上

げまして、教育委員会からのお礼といたします。４年間本当にお疲れさまでした。ありがとうござ

いました。 

小島委員 ありがとうございました。 

山田教育長 それでは、以上をもちまして６月の定例教育委員会を閉会といたします。ありがとうご

ざいました。この後、休憩を挟んで、教育長室で協議会を行いますのでよろしくお願いします。 

 

○ 午後３時２３分に閉会する。 

以上 


